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バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
な
ど
の
所

有
者
に
課
税
さ
れ
る
「　
年
度
軽

２８

自
動
車
税
」
の
納
期
限
は
、
５
月

　
日
（
火
）
で
す
。
５
月　
日
に

３１

１１

発
送
し
た
納
税
通
知
書
に
記
載
さ

れ
て
い
る
金
融
機
関
・
コ
ン
ビ
ニ

で
、
お
納
め
く
だ
さ
い
。

減

免

申

請

　
身
体
障
害
者
、
精
神
障
害
者
、

常
時
介
護
者
で
、
軽
自
動
車
税
の

減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、

５
月　
日
（
火
）
ま
で
に
、
課
税

２４

課
（
市
役
所
２
階
）
へ
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

　
【
減
免
申
請
に
必
要
な
書
類
】納

税
通
知
書
▼
身
体
障
害
者
手
帳
な

ど
▼
主
に
運
転
す
る
方
の
運
転
免

許
証
▼
納
税
義
務
者
の
認
め
印
▼

納
税
義
務
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確

認
書
類
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
個

人
番
号
通
知
カ
ー
ド
、
個
人
番
号

が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
ま

た
は
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
の

導
▼
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
▼

介
護
予
防
訪
問
看
護
▼
介
護
予
防

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
▼
介

護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

　
（
ア
）・（
イ
）
の
医
療
費
助
成
は
、

あ
ら
か
じ
め
都
道
府
県
の
指
定
を

受
け
た
医
療
機
関
（
病
院
・
診
療

所
・
薬
局
）
ま
た
は
訪
問
看
護
事

業
所
で
受
診
を
し
た
場
合
に
限
り

受
け
ら
れ
ま
す
。

　
各
種
医
療
保
険
を
適
用
し
た
後

の
自
己
負
担
額
の
う
ち
、
高
額
療

養
費
、
高
額
医
療
費
に
相
当
す
る

金
額
は
医
療
保
険
か
ら
支
給
さ
れ

ま
す
。
請
求
方
法
や
金
額
の
詳
細

は
、
ご
加
入
の
医
療
保
険
の
保
険

者
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

医
療
費
助
成
の
対
象

　

次
の
（
１
）・（
２
）
の
両
方
を

満
た
す
方
が
医
療
費
助
成
の
対
象

に
な
り
ま
す
。

　
（
１
）厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し

た
３
０
６
疾
病
（
指
定
難
病
）
ま

た
は
都
が
指
定
し
た
８
疾
病
に 
罹 り

 
患 
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
方

か
ん

　
（
２
）次
の
①
ま
た
は
②
に
該
当

す
る
方

　
① 
重
症
度
分
類
で
該
当
す
る

　
難
病
医
療
費
助
成
制
度
は
、
効

果
的
な
治
療
方
法
が
確
立
さ
れ
る

ま
で
の
間
、
長
期
の
療
養
に
よ
る

医
療
費
の
経
済
的
な
負
担
が
大
き

い
方
を
支
援
す
る
目
的
と
、
医
療

費
助
成
を
通
じ
て
患
者
の
病
状
や

治
療
状
況
を
把
握
し
、
治
療
研
究

を
推
進
す
る
目
的
を
併
せ
持
つ
制

度
で
す
。

医
療
費
助
成
の
内
容

（
ア
）
医
療
給
付
の
内
容

　

医
療
給
付
の
内
容
は
、「
医
療
受

給
者
証
に
記
載
さ
れ
た
疾
病
を
治

療
す
る
た
め
に
受
け
る
診
療
、
調

剤
」「
居
宅
に
お
け
る
療
養
上
の
管

理
お
よ
び
そ
の
治
療
に
伴
う
看

護
」
な
ど
で
す
。

　
各
種
医
療
保
険
を
適
用
し
た
後

の
自
己
負
担
額
（
入
院
時
食
事
療

養
標
準
負
担
額
と
生
活
療
養
標
準

負
担
額
は
含
み
ま
せ
ん
）
か
ら
、

「
月
額
自
己
負
担
上
限
額
」
を
控

除
し
た
額
を
助
成
し
ま
す
。

（
イ
）
介
護
の
給
付
の
内
容

　

介
護
の
給
付
の
内
容
は
、
次
の

サ
ー
ビ
ス
に
限
り
ま
す
。

　
▼
訪
問
看
護
▼
訪
問
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
▼
居
宅
療
養
管
理
指

方
　
②
①
に
該
当
せ
ず
、
同
一
の
月

に
受
け
た
指
定
難
病
に
係
る
医
療

費
に
つ
い
て
、
３
万
３
３
３
０
円

を
超
え
た
月
数
が
、
申
請
を
行
っ

た
日
の
属
す
る
月
以
前
の　
月
以

１２

内
に
す
で
に
３
月
以
上
あ
っ
た
方

申

請

方

法

　

申
請
は
随
時
、障
害
福
祉
課（
市

役
所
１
階
）
で
受
け
付
け
ま
す
。

新
規
申
請
お
よ
び
更
新
申
請
に
は

「
臨
床
調
査
個
人
票
」（
疾
病
ご
と

に
様
式
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
）

が
必
要
で
す
。

　

【
必
要
書
類
】臨
床
調
査
個
人
票

　
※
そ
の
他
必
要
書
類
の
様
式
は

同
課
に
あ
り
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】臨
床
調
査
個
人
票
は
、

難
病
指
定
医
が
作
成
し
た
も
の
の

み
有
効
で
す

　
詳
し
く
は
都
福
祉
保
健
局
疾
病

対
策
課
☎
０
３
・
５
３
２
０
・
４

４
７
２
、
ま
た
は
市
障
害
福
祉
課

地
域
支
援
係
☎
４
７
０
・
７
７
４

７
へ
。

い
ず
れ
か
１
点
）
▼
納
税
義
務
者

の
本
人
確
認
書
類
（
１
点
の
み
で

よ
い
物
＝
運
転
免
許
証
、
運
転
経

歴
証
明
書
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
障
害

者
手
帳
な
ど
▽
２
点
必
要
な
物
＝

保
険
証
、
年
金
手
帳
、
児
童
扶
養

手
当
証
書
な
ど
）

　
な
お
、
前
年
度
に
減
免
を
受
け

て
い
て
、「
軽
自
動
車
の
使
用
実
態

に
係
る
報
告
書
」
を
提
出
し
た
方

は
、
改
め
て
申
請
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
（
た
だ
し
、
使
用
実
態

に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
申
請
が

必
要
で
す
）。

　
詳
し
く
は
同
課
市
民
税
係
☎
４

７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３
３

１
・
２
３
３
２
）
へ
。

お
忘
れ
な
く
！

軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽
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軽
自
動
車
税
の
納
期
限
はははははははははははははははははははははは
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５
月　

日
（
火
）
で
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす
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難
病
医
療
費
助
成
制
度
の

申
請
に
つ
い
て

「
東
久
留
米
市
子
育
て
応
援
メ
ー
ル
」

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

市
で
は
、
安
心
し
て
出
産
や
子

育
て
が
で
き
る
よ
う
に
、
お
母
さ

ん
の
体
・
お
な
か
の
赤
ち
ゃ
ん
の

様
子
や
産
後
の
お
子
さ
ん
の
成

長
・
子
育
て
ア
ド
バ
イ
ス
・
市
の

子
育
て
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
情
報
を
、

メ
ー
ル
で
配
信
し
て
い
ま
す
。
ま

だ
登
録
し
て
い
な
い
方
は
、
こ
の

機
会
に
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

【
対
象
】市
内
在
住
の
妊
娠
中
の

方
と
そ
の
家
族
、
３
歳
未
満
の
乳

幼
児
の
保
護
者

　

【
費
用
】登
録
は
無
料
、配
信
費

用
は
登
録
者
負
担

　

【
そ
の
他
】各
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
ま
た

は
各
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
、

空
メ
ー
ル
を
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

一
両
日
中
に
確
認
メ
ー
ル
が
届
き

ま
す
の
で
「
重
要
事
項
の
説
明
」

を
確
認
し
て
同
意
の
上
、
登
録
し

て
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
健
康
課
☎
４
７
７
・

０
０
２
２
へ
。

higashikurume@reg.
kizunamail.com

higashikurume_kosodate
@reg.kizunamail.com

妊
娠
期

子
育
て
期

市
税
な
ど
の
納
付
に 

ご
協
力
く
だ
さ
い

　

５
月　

日
（
火
）
は
、
固

３１

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
第

１
期
、
軽
自
動
車
税
の
納
期

限
で
す
。
最
寄
り
の
金
融
機

関
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
郵
便

局
）・
コ
ン
ビ
ニ
で
お
納
め
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７

０
・
７
７
２
９
へ
。

だ
さ
い
。

　

▼
厚
生
年
金
保
険
な
ど
の
被

保
険
者
＝
勤
務
す
る
会
社
な
ど

を
経
由
し
て
、
ま
た
は
直
接
会

社
な
ど
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

年
金
事
務
所
で

　

▼
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険

者
ま
た
は
任
意
加
入
被
保
険
者

＝
住
民
登
録
を
し
て
い
る
市
区

町
村
役
所
で

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

号
」
で
す
。

　
国
民
年
金
や
厚
生
年
金
に
加

入
す
る
と
、
基
礎
年
金
番
号
が

記
載
さ
れ
た
年
金
手
帳
が
交
付

さ
れ
、
加
入
記
録
や
保
険
料
の

納
付
状
況
な
ど
が
、
こ
の
番
号

で
登
録
さ
れ
ま
す
。

　
年
金
手
帳
は
、
年
金
に
関
す

る
手
続
き
で
必
要
に
な
り
ま
す

の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。
年
金
手
帳
を
紛
失
ま
た

は
破
損
し
た
と
き
は
、
次
の
窓

口
で
再
交
付
の
申
請
を
し
て
く

年
金
手
帳
は
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い

　

基
礎
年
金
番
号
は
、
全
て
の

公
的
年
金
制
度
で
共
通
し
て
使

用
さ
れ
る
「
１
人
に
１
つ
の
番

で
の
目
標
値
「
市
民
１
人
１
日

当
た
り
の
ご
み
排
出
量
５
０
５

㌘
」
を
達
成
す
る
こ
と
が
難
し

い
状
況
で
す
。

　
こ
う
し
た
検
証
結
果
か
ら
改

め
て
、　

年　
月
に
「
ご
み
に

２７

１０

関
す
る
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
」
を
実
施
、　

月
に
実
施
計

１１

画
（
原
案
）
を
策
定
、
ア
ン
ケ

ー
ト
な
ど
の
結
果
を
踏
ま
え
、

　
月
に
実
施
計
画
（
案
）
を
策

１２定
し
、
今
年
１
月
に
同
案
に
対

す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

（
ご
意
見
）
を
募
集
し
最
終
的

な
実
施
計
画
を
ま
と
め
ま
し
た
。

家
庭
ご
み
の
有
料
化
の
目
的
は
、

①
ご
み
の
減
量
②
公
平
な
負
担

③
ご
み
に
対
す
る
意
識
の
向
上

で
す
。
併
せ
て
収
集
方
法
の
変

更
も
行
い
ま
す
。

　
４
月
に
改
め
て
市
民
説
明
会

を
行
い
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
や

検
証
結
果
を
踏
ま
え
有
料
化
は

効
果
的
な
手
段
で
あ
る
こ
と
、

将
来
の
世
代
に
素
晴
ら
し
い
環

境
を
残
す
た
め
に
も
循
環
型
社

会
を
目
指
し
、
環
境
負
荷
を
減

少
さ
せ
る
取
り
組
み
が
大
切
で

あ
る
こ
と
な
ど
を
説
明
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
後
も
市

民
の
皆
さ
ま
に
は
集
積
所
や
自

治
会
単
位
な
ど
、
担
当
か
ら
丁

寧
に
ご
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ

く
予
定
で
す
。
ど
う
ぞ
ご
理
解

の
ほ
ど
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

る
た
め
の
有
効
な
手
段
と
し
て
、

家
庭
ご
み
有
料
化
に
向
け
て
動

き
出
し
ま
す
。

　
家
庭
ご
み
有
料
化
の
経
緯
で

す
が
、　

年
に
東
京
都
市
長
会

１３

か
ら
、
多
摩
全
域
で
家
庭
ご
み

有
料
化
を
進
め
る
提
言
を
受
け
、

各
市
が
有
料
化
に
向
け
動
き
始

め
ま
し
た
。
現
在
多
摩　
市
中

２６

　
市
で
有
料
化
を
実
施
し
て
い

２２ま
す
。
当
市
に
お
い
て
は
、　
１７

年
に
東
久
留
米
市
廃
棄
物
減
量

等
推
進
審
議
会
か
ら
「
家
庭
ご

み
有
料
化
は
必
要
で
あ
る
」
と

の
答
申
を
受
け
、
そ
の
後
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
ご
意
見
）

の
募
集
や
家
庭
ご
み
有
料
化
導

入
基
礎
調
査
な
ど
を
経
て
、　
２４

年
に
「
東
久
留
米
市
家
庭
ご
み

有
料
化
に
向
け
た
実
施
計
画

（
素
案
）」を
お
示
し
し
ま
し
た
。

　
市
民
意
見
交
換
会
と
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
で
頂
い
た
「
家

庭
ご
み
有
料
化
の
前
に
、
ご
み

の
減
量
に
取
り
組
む
べ
き
」
と

い
う
ご
意
見
を
重
く
受
け
止
め
、

減
量
化
に
再
度
努
力
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。
説
明
会
な
ど

を
約
１
９
０
０
回
、
延
べ
１
万

３
３
６
０
人
の
市
民
の
皆
さ
ま

に
、
ご
み
の
減
量
に
関
す
る
説

明
を
行
い
ま
し
た
が
、
大
き
な

減
量
に
は
つ
な
が
ら
ず
、「
東
久

留
米
市
一
般
廃
棄
物
処
理
基
本

計
画
」
で
定
め
た
、　

年
度
ま

２８

家
庭
ご
み
有
料
化
に
向
け
て

　
皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
、　

年
２８

度
が
ス
タ
ー
ト
し
て
１
カ
月
が

経
ち
ま
し
た
。　

年
度
は
市
に

２８

と
っ
て
も
大
き
な
課
題
を
解
決

し
、
進
め
て
い
く
年
度
で
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
ご
み
減
量
を
進
め 市長

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の

職
員
が
伺
い
ま
す

高
齢
者
あ
ん
し
ん
生
活
調

高
齢
者
あ
ん
し
ん
生
活
調
査査

礎
資
料
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
対
象
地
域
の
世
帯
に
は
、
訪
問

前
に
必
ず
通
知
を
し
て
か
ら
伺
い

ま
す
。

　
詳
し
く
は
担
当
地
区
の
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
介
護
福

祉
課
地
域
ケ
ア
係
☎
４
７
０
・
７

７
７
７
（
内
線
２
５
０
１
・
２
５

０
２
、
２
５
５
７
）
へ
。

実
施
し
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は　
歳
以
上
の
「
一

７５

人
暮
ら
し
」
お
よ
び
「
高
齢
者
の

み
の
世
帯
」
の
方
を
直
接
訪
問
し
、

聞
き
取
り
を
し
ま
す
。
高
齢
者
の

生
活
を
支
え
る
た
め
の
大
切
な
基

　
市
で
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
に
委
託
し
、
地
域
で
孤
立
し

が
ち
な
高
齢
者
が
、
安
心
し
て
在

宅
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、「
高
齢
者
あ
ん
し
ん
生
活
調

査
」
を
、
今
年
も
一
部
の
地
域
で

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、

市
内
在
住
の
高
齢
者
の
皆
さ
ん
が

地
域
で
い
つ
ま
で
も
元
気
に
暮
ら

し
て
い
け
る
よ
う
、
市
が
委
託
し

て
い
る
相
談
機
関
で
す
。

　
「
介
護
の
相
談
」か
ら「
老
化
予

防
」
ま
で
、
保
健
福
祉
の
専
門
職

員
が
高
齢
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
相
談

を
受
け
付
け
ま
す
。

　
　
月
１
日
（
土
）
か
ら
東
部
お

１０
よ
び
中
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
で
は
、
出
張
所
を
開
設
す
る
予

定
で
す
。

東
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

【
所
在
地
な
ど
】大
門
町
２
ノ　
１０

ノ
５
（
東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
内
）、

☎
４
７
３
・
９
９
９
６

　

【
担
当
地
区
】
上
の
原
、
金
山
町
、

神
宝
町
、
氷
川
台
、
大
門
町
、
小

山
、
東
本
町
、
新
川
町
、
浅
間
町

中
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

【
所
在
地
な
ど
】幸
町
１
ノ　
ノ
１９

５
、
幸
町
一
丁
目
ア
パ
ー
ト
５
号

棟
１
階
（
幸
町
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
内
）、
☎
４
７
０・８
１
８

６
　

【
担
当
地
区
】
本
町
、
幸
町
、
中

央
町
、
南
沢
、
学
園
町
、
ひ
ば
り

が
丘
団
地
、
南
町
、
前
沢
一
～
三

丁
目西

部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

【
所
在
地
な
ど
】下
里
４
ノ
２
ノ

　
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
「
け

５０ん
ち
の
里
」
内
）、
☎
４
７
２・０

６
６
１

　

【
担
当
地
区
】
前
沢
四
・
五
丁
目
、

滝
山
、
野
火
止
、
八
幡
町
、
柳
窪
、

弥
生
、
下
里

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
をを

ご
利
用
く
だ
さ

ご
利
用
く
だ
さ
いい


